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廃棄物処理施設の立地に関する基準 

平成１４年４月１日施行  

平成２３年４月１日改正  

平成２９年１２月１日改正  

第１ 趣 旨 

この基準は，函館市廃棄物処理施設設置等指導要綱（以下「指導要 

綱」という。）第５条第１項に規定する廃棄物処理施設の立地に関し 

必要な事項を定める。 

第２ 定 義 

この基準における用語の定義は，法令等に定めのあるもののほか指 

導要綱第２条に定めるところによる。 

第３ 立地区域 

廃棄物処理施設の立地にあたっては，次に掲げる地域および区域を 

除いた位置に選定しなければならない。 

(1) 次の施設に係る敷地境界から，１００メートル（最終処分場およ 

び焼却施設にあっては，５００メートル。次号および第３号におい 

て同じ。）以内の区域 

ア 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校，

同法第１２４条に規定する専修学校および同法第１３４条第１項 

に規定する各種学校 

イ 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２条に規定する教 

育活動に関する施設 

ウ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定 

する病院，同条第２項に規定する診療所および同法第２条第１項 

に規定する助産所 

エ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第２項および同 

条第３項に規定する事業の用に供する施設（主として入所，通所 

および利用に係るものに限る。） 

オ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２７項に規定 

する介護老人保健施設 
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カ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２９条第１項に規 

定する有料老人ホーム 

キ 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第１項に規定す 

る都市公園（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第 

１項第１号の規定により定められた準工業地域，工業地域および 

工業専用地域内の公園および緑地を除く。） 

ク 都市計画法第１１条第１項第２号に規定する墓園 

ケ 都市計画法第３３条第１項第２号の規定により設置された公園，

広場その他の公共の用に供する空地 

コ 戸井運動広場，恵山運動広場，恵山シーサイドパークゴルフ場，

恵山海浜公園，銚子町ふれあい公園，新八幡町ふれあい公園，南 

茅部ふるさと文化公園，大船緑地広場および望路創造の森 

サ 函館市墓地条例（昭和２４年条例第１６号）別表第１に掲げら 

れた墓地 

(2) 都市計画法第８条第１項第１号の規定により定められた第１種低 

層住居専用地域，第２種低層住居専用地域，第１種中高層住居専用 

地域，第２種中高層住居専用地域，第１種住居地域，第２種住居地 

域，準住居地域，近隣商業地域および商業地域の地域内およびこれ 

らの境界から１００メートル以内の区域  

(3) 都市計画法第７条第１項の規定により定められた市街化調整区域 

内の旧住宅地造成事業に関する法律（昭和３９年法律１６０号）に 

より造成された団地の区域内，５０戸連たん地域内およびその他市 

長が集落をなしていると認める区域内およびこれらの境界から 100 

メートル以内の区域  

(4) 都市計画法第８条第１項第２号の規定により定められた第２種特 

別工業地区の区域内およびその境界から１００メートル以内の区域 

(5) 四稜郭および志苔館跡の指定地の境界ならびにトラピスチヌ修道 

院の敷地の境界から５００メートル以内の区域 

(6) 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第 

８条第２項第１号に規定する農用地区域（農業用施設用地を除く。）
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およびその境界から５００メートル以内の区域 

(7) 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項に規定する 

保安林 

(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律 

第５７号）第３条第１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 

(9) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法 

律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項に規定する土砂災害特 

別警戒区域 

(10) 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２条第１号に規定す 

る自然公園の区域およびその境界から５００メートル以内の区域 

(11) 水道水源等に影響を及ぼす恐れのある区域（集水区域および集水 

区域の境界から５００メートル以内の区域） 

(12) 水産資源保護法（昭和２６年法律第３１３号）第１４条に規定す 

る保護水面に流入する流域およびその流域界から５００メートル以 

内の区域 

(13) 女那川町３４９番２に存する鮭鱒孵化場の尻岸内川水系における 

取水口から上流の流域，絵紙山町２７番９に存する鮭鱒孵化場の矢 

尻川水系における取水口から上流の流域および大船町６１０番地に 

存する鮭鱒孵化場の大舟川水系における取水口から上流の流域およ 

びこれらの流域界から５００メートル以内の区域 

(14) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第88 

号）第２８条第１項に規定する鳥獣保護区 

(15) 北海道自然環境等保全条例（昭和４８年北海道条例第６４号）第 

２２条第１項の規定に基づき指定した区域 

(16) 恵山貝塚，女那川煉瓦製造所跡，古武井溶鉱炉跡，日ノ浜遺跡， 

大船遺跡，垣ノ島遺跡の指定地内およびこれらの境界から５００メ 

ートル以内の区域 

(17) 函館市文化財保護条例（昭和３７年条例第２６号）第４条第１項 

の規定に基づき指定された函館市指定文化財のうち植物であるもの 

から１００メートル以内の区域 
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(18) 函館市緑化条例（昭和４９年函館市条例第４５号）第５条第１項 

に規定する保存樹林 

(19) 本市と隣接する市町との境界から原則として５００メートル以内 

の区域 

(20) 都市計画道路１・４・３号新外環状線，３・２・７５号新外環状 

線および３・３・８７号新外環状線の都市計画決定区域およびこれ 

らの境界から２００メートル以内の区域 

(21) その他市長が公共の福祉に著しい影響を与えると認める区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


